
く
ら
し
全
般

10

保
険
・
年
金
・
税
13

健
康
・
福
祉

8

ま
ち
づ
く
り
・
環
境
14

募
　
　
集

16

人
権
・
文
化
・
ス
ポ
ー
ツ

18

施
設
の
催
し

22

す
こ
や
か
ひ
ろ
ば
26

目 

次
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市
中
小
企
業
勤
労
者
互
助
会
で

福
利
厚
生
の
充
実
を

内
結
婚
・
永
年
勤
続
慰
労
会
な
ど
の
共
済

給
付
、
レ
ジ
ャ
ー
施
設
・
ス
ポ
ー
ツ
な
ど

の
各
種
割
引
チ
ケ
ッ
ト
あ
っ
せ
ん
な
ど
の

福
利
厚
生　
対
市
内
の
従
業
員
300
人
以
下

の
事
業
所
の
事
業
主
と
従
業
員　
￥
１
人

に
つ
き
入
会
金
600
円
、
月
会
費
500
円　
申

同
会
事
務
局（
く
ら
し
支
援
課
内
）
６
８

５
８
・
６
８
６
３

産
　
　
業

と
よ
な
か
雇
用
創
造
協
議
会

事
業
所
向
け
セ
ミ
ナ
ー

対
事
業
所
、
会
場
各
20
社
・
オ
ン
ラ
イ
ン

各
30
社　
申
市
HP
か
電
話
で
同
協
議
会

６
３
３
５
・
７
１
７
７
。
先
着
順

今
こ
そ
知
っ
て
お
き
た
い

中
小
企
業
の
Ｉ
Ｔ
活
用
の
基
本

時
連
１
月
17
日
㈫
・
２
月
21
日
㈫
・
３

月
22
日
㈬
13
時
30
分
～
16
時　
所
く
ら
し

か
ん　
内
シ
ス
テ
ム
の
活
用
で
社
内
活
性

化
・
顧
客
満
足
度
向
上
に
つ
な
げ
る

社
会
性
ス
ト
ー
リ
ー
を
磨
く

ブ
ラ
ン
デ
ィ
ン
グ
セ
ミ
ナ
ー

時
１
月
25
日
㈬
13
時
30
分
～
16
時　
所
豊

中
し
ご
と
セ
ン
タ
ー　
内
自
社
の
魅
力
を

引
き
出
す
ヒ
ン
ト

総
合
教
育
会
議

時
１
月
17
日
㈫
９
時
30
分
～
10
時
30
分　

所
市
役
所
第
二
庁
舎　
内
小
中
一
貫
教
育　

対
10
人　
問
経
営
計
画
課

６
８
５
８
・

２
７
７
３

傍
　
　
聴

申
し
込
み
は
、
各
会
議
の
当
日
30
分
前

か
ら
会
場
。
先
着
順
。
受
付
開
始
時
に

定
員
を
超
え
た
場
合
は
抽
選
。
途
中
入

場
不
可
の
場
合
あ
り
。
会
議
は
オ
ン
ラ

イ
ン
で
審
議
す
る
場
合
あ
り

図
書
館
評
価
部
会

時
１
月
19
日
㈭
18
時
～
20
時　
所
岡
町
図

書
館　
内
市
立
図
書
館
の
評
価
シ
ス
テ
ム

ほ
か　
対
10
人　
問
同
館

６
８
４
３
・

４
５
５
３

行
政
文
書
等
審
議
会

時
１
月
24
日
㈫
15
時
～
17
時　
所
市
役
所

第
一
庁
舎　
内
行
政
文
書
な
ど
の
管
理
に

係
る
重
要
事
項　
対
10
人　
問
行
政
総
務

課

６
８
５
８
・
２
０
４
７

同
和
問
題
解
決
推
進
協
議
会

時
１
月
27
日
㈮
19
時
～
21
時　
所
人
権
平

和
セ
ン
タ
ー
豊
中　
内
教
育
・
啓
発
の
取

り
組
み
ほ
か　
対
10
人　
問
同
セ
ン
タ
ー

６
８
４
１
・
１
３
１
３

介
護
保
険
事
業
運
営
委
員
会

生
活
支
援
サ
ー
ビ
ス
部
会

時
１
月
31
日
㈫
14
時
～
16
時　
所
市
役
所

第
二
庁
舎　
対
５
人　
問
長
寿
社
会
政
策

課

６
８
５
８
・
２
８
３
７

上
下
水
道
事
業 

運
営
審
議
会

時
１
月
31
日
㈫
14
時
～
16
時　
所
上
下
水

道
局　
内
第
２
次
と
よ
な
か
水
未
来
構
想

に
基
づ
く
取
り
組
み
ほ
か　
対
10
人　
問

経
営
企
画
課

６
８
５
８
・
２
９
２
１

国
民
健
康
保
険
運
営
協
議
会

時
１
月
30
日
㈪
14
時
～
16
時　
所
市
役
所

別
館　
対
10
人　
問
保
険
給
付
課

６
８

５
８
・
２
３
１
３

保
険
料
の
納
入
済
額
確
認
書
を

送
り
ま
す

　
令
和
４
年
１
月
～
12
月
に
国
民
健
康
保

険
料
・
介
護
保
険
料
・
後
期
高
齢
者
医
療

保
険
料
を
納
め
た
人
へ
、
同
書
を
１
月
下

旬
に
送
り
ま
す
。

問
保
険
資
格
課

６
８
５
８
・
２
３
０
１

保
　
　
険

人
間
ド
ッ
ク
・
脳
ド
ッ
ク
の

実
施
機
関
を
募
集
し
ま
す

▼
登
録
期
間
＝
４
月
～
令
和
６
年
３
月

対
市
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
を
対
象

に
、
市
が
費
用
の
７
割
分（
上
限
額
あ
り
）

を
助
成
す
る
人
間
ド
ッ
ク
、
脳
ド
ッ
ク
健

診
の
実
施
機
関
と
し
て
、
登
録
を
希
望
す

る
健
診
機
関　
問
保
険
給
付
課

６
８
５

８
・
２
７
７
１

保
険
・
年
金
・
税

伝統芸能館

克明小

府道伊丹豊中
線

岡町図書館 線
塚
宝
急
阪

町
岡

阪急岡町

豊中商工会議所



2023.01 14

記
号
の
説
明
内
＝
内
容
・
テ
ー
マ　
対
＝
対
象・定
員　
￥
＝
費
用・参
加
費　
持
＝
持
ち
物　
申
＝
申
し
込
み　
共
通
＝
催
し
名
、
代
表
者
の
名
前
（
ふ

り
が
な
）・
郵
便
番
号
・
住
所
・
電
話
番
号　
保
＝
有
料
保
育　
連
＝
連
続
で
参
加
が
必
要　
HP
＝
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ　
DL
＝
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド

保険・年金・税

所
得
税
・
住
民
税
の

障
害
者
控
除
の
手
続
き
を

　
身
体
障
害
者
手
帳
な
ど
を
持
っ
て
い
な

い
65
歳
以
上
の
寝
た
き
り
や
認
知
症
の
高

齢
者
で
一
定
の
基
準
を
満
た
す
人
は
、
所

得
税
・
住
民
税
の
障
害
者
控
除
の
適
用
が

受
け
ら
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

問
長
寿
安
心
課

６
８
５
８
・
２
８
５
６

税

お
む
つ
代
が
医
療
費
控
除

で
き
る
場
合
が
あ
り
ま
す

　
紙
お
む
つ
の
購
入
費
と
貸
お
む
つ
の
賃

借
料
は
、
確
定
申
告
で
医
療
費
控
除
が
受

け
ら
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

対
傷
病
の
た
め
、
お
お
む
ね
６
カ
月
以
上

寝
た
き
り
の
人（
医
師
の
証
明
書
が
必
要
）　

源
泉
徴
収
票
な
ど
の
法
定
調
書

の
提
出
は
１
月
31
日
㈫
ま
で
に

　

給
与
、
報
酬
、
料
金
な
ど
の
支
払
者

は
、
支
払
先
の
住
所
、
名
称
、
支
払
金
額

な
ど
を
記
載
し
た
法
定
調
書
を
、
同
日
ま

で
に
豊
能
税
務
署（
池
田
市
）や
市
へ
提
出

し
て
く
だ
さ
い
。

税
務
署
へ
提
出
す
る
も
の

▽
令
和
４
年
分
給
与
所
得
の
源
泉
徴
収
票

な
ど
の
法
定
調
書
合
計
表
▽
令
和
４
年
分

法
定
調
書

問
同
署

０
７
２
・
751
・
２
４
４
１

市
へ
提
出
す
る
も
の

▽
給
与
支
払
報
告
書（
総
括
表
）▽
給
与
支

払
報
告
書
の
個
人
別
明
細
書
▽
公
的
年
金

等
支
払
報
告
書（
総
括
表
）▽
公
的
年
金
等

支
払
報
告
書
の
個
人
別
明
細
書

　
給
与
支
払
報
告
書
は
、
給
与
の
支
払
い

を
受
け
る
人
の
令
和
５
年
１
月
１
日
時
点

の
住
所
地
の
市
町
村
に
提
出
し
て
く
だ
さ

い
。

問
市
民
税
課

６
８
５
８
・
２
１
３
３

ま
ち
づ
く
り・環
境

上
下
水
道

水
道
管
の
凍
結
に
ご
注
意
を

　

強
い
冷
え
込
み
が
予
想
さ
れ
る
と
き

は
、
屋
外
の
露
出
し
て
い
る
蛇
口
や
、
建

物
の
北
側
な
ど
日
陰
に
あ
る
水
道
管
を
保

温
材
や
厚
い
布
な
ど
で
覆
っ
て
く
だ
さ

い
。
水
道
管
が
凍
結
し
た
場
合
は
、
蛇
口

を
閉
め
た
ま
ま
自
然
に
解
け
る
の
を
待
っ

て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
破
裂
す
る
恐
れ
が

あ
る
の
で
、
熱
湯
を
直
接
水
道
管
に
掛
け

な
い
で
く
だ
さ
い
。

問
水
道
維
持
課

６
８
５
８
・
２
９
７
１

20
歳
に
な
っ
た
ら
国
民
年
金

　
日
本
に
住
む
20
歳
以
上
60
歳
未
満
の
人

は
、
年
金
に
加
入
し
保
険
料
を
納
め
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
20
歳
に
な
っ
た
人

（
厚
生
年
金
な
ど
に
加
入
中
の
人
除
く
）

に
、
日
本
年
金
機
構
か
ら「
基
礎
年
金
番

号
通
知
書
」を
送
付
し
て
い
ま
す
。
大
切

に
保
管
し
て
く
だ
さ
い
。
経
済
的
な
事
情

で
保
険
料
が
納
め
ら
れ
な
い
場
合
は
、
納

付
が
免
除
さ
れ
る
制
度（
学
生
納
付
特
例

な
ど
）が
あ
り
ま
す
の
で
相
談
し
て
く
だ

さ
い
。

問
国
民
年
金
係

６
８
５
８
・
２
２
６

４
、
豊
中
年
金
事
務
所

６
８
４
８
・
６

８
３
１

国
民
年
金

（広告） （広告）

問
豊
能
税
務
署

０
７
２
・
751
・
２
４
４

１昨
年
申
告
し
て
控
除
を
受
け
て
い
る
場
合

　
介
護
保
険
の
要
介
護
認
定
を
受
け
、
寝

た
き
り
の
状
態
で
尿
失
禁
が
あ
る
こ
と
が

確
認
で
き
る
人
は
、
医
師
の
証
明
書
に
代

え
て
市
が
発
行
す
る
確
認
書
で
代
用
で
き

ま
す
。

問
長
寿
安
心
課

６
８
５
８
・
２
８
５
６


